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４．２ ＩＣカードの機能が使用できない場合の対応 

（１）検討の視点 

４．１においては、医療機関等においてネットワーク設備等の環境が整備

されており、かつ、正常に使用可能である状況を想定して、医療機関等にお

けるＩＣカードの機能を使用した医療保険資格の確認方法等を論じてきた

が、社会保障カード（仮称）が、医療現場等における利便性を向上させつつ、

実現に当たっての混乱を招かないためには、「停電、ネットワークのトラブ

ル、カードの破損等により一時的にＩＣカードの機能が使用できない状況」、

「訪問看護・往診の場合等カードが使用できない状況」、「現行の被保険者証

等からの移行期間」においても、現行の被保険者証等と同等の運用が継続で

きるようにすることが重要である。 

 「これまでの議論の整理」では以下のいずれか（又はその組み合わせ）で

の対応を選択肢としてあげていたところである。 

 ・ 医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。 

・ カード券面に、資格確認やレセプト請求が可能な情報を記載しておく。 

・ 携帯電話等の携帯端末でＩＣカードを読み取り、資格確認を行う。 

 

（２）ＩＣカードの機能が使用できない場合に必要な情報 

上記に挙げられた「医療保険の資格情報」、「資格確認やレセプト請求が可

能な情報」として最低限必要な情報は以下のとおりと考えられる。 

① 氏名、生年月日 

② 保険者番号、被保険者証記号番号等 

③ 被保険者証の有効性（有効期限） 

④ 給付割合（自己負担割合） 

また、実際上の運用を考えれば、カード券面又は別紙に何らかの可視的な

番号が記載されている必要があると考えられる。 

「何らかの可視的な番号」に関しては、現行の被保険者証記号番号等のほ

か、保険者の異動があっても変更されない医療・介護の現場で用いられる可

視化された識別番号（以下、「保健医療番号（仮称）」という。）を導入し、

何らかの方法で被保険者証記号番号等を問い合わせることが考えられる。 

 

 

（３）保健医療番号（仮称）について 

 保健医療番号（仮称）が存在する場合には、一定の環境整備と医療現場 

の実情に応じた実施方策の検討を必要とするが、当該番号を用いて、保険者
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番号・被保険者証記号番号等の確認や、保険資格の有効性の確認が可能とな

る7と考えられる。 

 一方、保健医療番号（仮称）が無い場合には、例えば保険者が判明してい

る場合には、氏名等の基本４情報8で本人識別をするとしても、相当程度の

確からしさを求めることが可能であろうが、保険者も不明な場合において、

基本４情報によろうとする場合は、同姓同名同住所の例があることや、外字

の用い方による不突合が起こる可能性があることから、上記（２）①から④

の情報が分かるよう、現行の被保険者証(又は被保険者証と同内容の事項が

記載された別紙)を交付し続ける必要がある。 

 保健医療番号（仮称）の、保険者を異動しても変更されないという性質は、

制度・利用者本人の意図しないところで名寄せに使われるなどの懸念が存在

することに留意が必要であり、また、それのみをもって全ての課題が解決す

るものでないにせよ、保健医療サービスに関わる将来的な情報化の基盤とし

ての意義が大きく、また、上記のように保険者や医療機関等の利便性を高め

ることも事実である。 

 このため、保健医療番号（仮称）の導入に当たっては、その利用範囲、保

護措置等について、十分な検討が必要と考えられる。 

 また、患者の自己負担割合など、保健医療番号（仮称）を用いた医療機関

からの問合せに関しては、プライバシー保護の観点から留意が必要な場合も

想定されるため、制度面での対応の可否も含めた検討が必要である。 

 なお、現行の被保険者証等から社会保障カード（仮称）への移行期間にお

いては、社会保障カード（仮称）と現行の被保険者証等との併用を可能にす

ることが必要と考えられる。この移行期間における対応については、カード

と紙媒体の混在により生じる保険者及び医療機関等の負担に配慮する観点

や、関係者における環境や機器等の整備等も必要となることから、今後更に

検討を行っていく必要がある。 

 

（４）その他 

 本章ではここまで、ＩＣカードの機能が使用できない場合の健康保険証の

運用について述べてきたところであるが、高額療養費の限度額適用認定証や、

健康保険と併用される各種の公費負担医療の受給者証、介護保険証について

は、各制度ごとに受給者証の内容 (指定医療機関、給付割合、有効期限など) 

が異なるため、ＩＣカードの機能が使用できない場合の対応は、別途検討が

                                                  
7 具体的方法としては、電話・FAX による問合せ、オンラインによる問合せなどが考えら

れる。 
8 氏名、生年月日、性別及び住所のことをいう。 
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必要と考えられる。 

 

 

５． 保険者間等の情報連携について 

 

高額介護合算療養費や出産育児一時金の給付のように、制度や保険者をまた

がった調整が必要な事務については、各保険者が、被保険者に対し、他の制度

における給付内容等に関する添付書類の提出を求めたり、氏名等の情報をもと

に他の保険者等に電話で問い合わせを行ったりする必要があるなど、被保険者

にも、保険者にも負担が生じている。 

また、これらの給付は、被保険者からの申請に基づいて行われるため、手続

漏れにより、本来受けられるはずの給付が受けられないといった事例や、転

居・転職等に伴い必要となる保険資格の取得手続を忘れていたことで、本来納

付すべきはずの保険料が納付されないといった事例が発生している。 

「これまでの議論の整理」においては、こうした課題を解決するための基盤

となる中継ＤＢを使った保険者間の情報連携の仕組みのイメージを示したと

ころである。 

「これまでの議論の整理」で述べたように、この仕組みについては、 

・ 適正な情報連携に限定するため、アクセス履歴を残し、本人が自分で確認

できるものとするなど、プライバシー侵害・情報の一元管理に対する不安が

極力解消されるようにすること 

・ このような仕組みを実現するに当たっての課題にも留意しつつ、運用面で

の対応や制度的な対応を行うこと 

などについて、今後更に検討を行う必要がある。 

 

 ところで、医療機関等が、中継ＤＢを経由して、診療報酬請求に必要な情報

を各保険者のデータベースから取得することができるようにするためには、利

用者が引越や退職等に伴い保険者を異動した際に、各保険者のデータベースや

中継ＤＢが保有する当該利用者に関する情報が速やかに更新されることが必

要である。 

 しかしながら、保険資格の取得・喪失事由等が発生してから実際に保険者に

対して届出がなされるまで、あるいは、保険者が届出を受理してから保険者の

データベースや中継ＤＢの情報が更新されるまでには、一定のタイムラグが発

生するため、医療機関等が常に正しい情報を取得することができるとは限らな

い。 
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 このタイムラグを極力短くするための方策については、「医療等の現場での

利用を念頭に置いた社会保障カード（仮称）の活用シナリオ」において述べら

れているように、手続漏れや届出の遅延により、いずれの医療保険にも加入し

ていないという者が生じることのないよう、被用者健保の保険者と国民健康保

険の保険者とが情報連携を行うことも想定される。 

なお、医療機関等がオンラインにより診療報酬請求に必要な情報を取得する

ことを可能とするためには、そもそも、保険者が保有する適用関係情報（被保

険者の資格取得・喪失、被扶養者の認定等の情報）の「紙台帳」管理からデー

タベース管理への移行が必須であるとともに、すべての保険者に対する事業主

からの適用関係手続について、「紙媒体」による届出からオンライン利用によ

る届出を可能とする制度的対応等の環境整備を行うなど「オンライン利用拡大

行動計画」（平成 20 年９月 12 日 ＩＴ戦略本部）の着実な実行によって、上

記のタイムラグの短縮も一定程度期待できるところである。 

 

保険者間の情報連携の仕組みの例

・ 本人識別情報
・ 介護保険被保険者番号
・ 医療保険被保険者番号
・ 基礎年金番号

・ 介護保険被保険者番号
・ 資格情報
・ 給付情報

・ 医療保険被保険者番号
・ 資格情報
・ 給付情報

B医療保険者

A介護保険者は

介護保険被保険者番号
を中継DBに送信

中継DBは介護保険被保険者番号を基に、
当該被保険者が
1. B医療保険者に属していることを確認し、
2. その医療保険の被保険者番号を抽出
3. 医療保険被保険者番号を暗号化し、電子
署名

③を転送することに

よりB医療保険者に

当該者の情報を照会

当該者に関する情報を
A介護保険者に回答

①

③

④

⑥

中継DB

②

1. B医療保険者に属していること
2. 暗号化した医療保険の被保険者番号
を送信

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

☆２●Q▲ｍ９

暗号化

A介護保険者

暗号化された医療保険被
保険者番号を復号、署名
検証できることにより

1. 中継DBからの正当な
問い合わせであること

を確認し、医療保険被保険者
番号を基に、
2. 当該被保険者の資格

情報・給付情報

を抽出

☆２●Q▲ｍ９

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

復号

☆２●Q▲ｍ９

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

復号

⑤

・不正な情報連携を抑止する
ため、アクセス履歴を残し、
本人が自分で確認できるも
のとする。

 

※ 上図のように保険者間で直接情報のやりとりを行うのではなく、中継ＤＢを

介してこれを行うことも可能であると考えられる。 

 

図５：保険者間の情報連携の仕組みの例 
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６． 写真付きの身分証明書としての機能等について 

 

 これまで述べたもののほか、希望者については、社会保障カード（仮称）を

身分証明書として利用することを可能とすること、ＩＣチップの空き領域を利

用して追加的な機能を持たせること等についても、今後更に検討を行う。 

 

 

７． カードの発行・交付方法等について【追加】 

 

（１）カードの発行・交付方法検討に当たっての考慮要素 

これまで述べてきた社会保障カード（仮称）の仕組みは、カードが確実に

本人に交付されたという信頼が存在することが前提となる。 

具体的なカードの交付方法を検討するに当たっては、 

① 交付対象者が市町村や保険者の窓口に行く必要があるかどうかといっ

た「交付対象者の利便性」 

② カード交付までに必要となる手続やそれに必要となる時間といった「交

付者の事務負担」 

③ どの程度確実に本人同定ができるかといった「技術的な実現可能性」 

などを踏まえる必要がある。 

その際、交付対象者が窓口に行く必要があるかどうかやカードの交付を郵

送で行うことができるかについては、社会保障カード（仮称）の機能に鑑み、

カード交付時にどの程度厳格な本人確認を必要とするか等を検討する必要

があり、厳格な本人確認による信頼性確保と交付対象者の利便性等とは、一

方を重視すれば一方は不十分になる関係にあることに留意する必要がある。 

 

（２）検討に当たっての仮定 

  現在の年金手帳9、健康保険証、介護保険証は年金・医療・介護の各制度

の保険者から発行・交付されているが、これらの保険者は、制度により、国、

市町村、健康保険組合等と異なっている10ことから、１枚でこれらの保険証

等の役割を果たす社会保障カード（仮称）の発行・交付方法について検討す

るに当たり、カードの発行主体、交付主体について以下のような仮定を置い

て検討を行った。 

                                                  
9 初めて加入した年金制度が共済年金制度の場合、年金手帳は交付されず、基礎年金番号通知書
が交付されている。 
10 年金については国や共済組合が、医療保険については健康保険組合、市町村、共済組合、国

民健康保険組合、広域連合等が、介護保険については市町村等が保険者となっている。 
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  なお、これらの検討に当たっての仮定については、地方自治体や関係省庁

の了解を得たものではない。 

 

 

① カードの発行主体については、社会保障カード（仮称）が年金手帳、健

康保険証、介護保険証といった複数制度にまたがる機能を持つことから、

年金制度、医療保険制度における調整に関すること等を行うとされている

厚生労働大臣であると仮定。 

② カードの交付主体については、 

・住民基本台帳カード・公的個人認証サービスの発行の仕組み、基盤、運用

の実績を有していること 

・国民から見てもっとも身近な行政主体であり、一般的に利便性が高いこと

等を踏まえ、市町村と仮定。 

③ 発行ＤＢは、中継ＤＢと同様に情報の一元的管理が行われるとの懸念が

生じないように社会保障カード（仮称）の発行時点において必要な最小限

の情報のみを保持するものとする。 

 

 

（３）既存の被保険者証等から社会保障カード（仮称）への切替方法について 

既存の被保険者証等を社会保障カード（仮称）に切り替えるためには、医

療保険の被保険者証記号番号等を、（２）で交付主体と仮定した市町村に伝

達する必要がある。 

「これまでの議論の整理」においては、この切替えの方法として、 

① 医療保険者で切替えの手続きを行い市町村で交付する案、及び 

② 市町村で切替えの手続を行い市町村で交付する案 

の２案を記載したところである。 

この点については、被用者健保の場合、勤務先を通じて医療保険者で手続

ができた方が利便性が高い面があるのは事実である。しかし、この場合、医

療保険者と市町村との間で本人同定を行う際に、医療保険者と市町村で登録

されている利用者の氏名の文字コードが異なるなどの理由により、両者の間

で氏名等の基本４情報を用いて利用者の本人同定の確実さを担保すること

が困難であると考えられる。また、医療保険者の事務上の効率性を考慮すれ

ば、市町村から利用者にカードの交付案内を送付し、利用者に年金手帳、健

康保険証等を市町村に提出してもらい、被保険者証記号番号等によって本人

同定を行う方がより確実性・効率性が高いものと考えられる（下図 7-1 参照）。 


